
○飯塚市病院群輪番制病院運営事業等補助金交付要綱 

平成25年4月17日 

飯塚市告示第106号 

改正 R2―125、R6-86(改題) 

(趣旨) 

第1条 この告示は、嘉飯桂地区における休日等の救急医療の確保及び本市が実施す

る事業における医師の出務等の調整を実施することに対し補助金を交付すること

について、飯塚市補助金等交付規則(平成18年飯塚市規則第54号)に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

(R2-125全改、R6-86一改) 

(定義) 

第2条 この告示において「病院群輪番制病院運営事業等」とは、次の各号に掲げる

事業をいう。 

(1) 嘉飯桂地区の病院群が、輪番制(当番制)により休日、夜間の救急患者を受け

入れることに対して、当番日の医療機関の救急医療に必要な医師、看護師等の

医療従事者を配置する事業(以下「病院群輪番制病院運営事業」という。) 

 (2) 認知症初期集中支援事業、定期予防接種、特定健康診査、介護認定審査会、

就学時健診及び児童扶養手当父母障害認定に係る医師の出務等調整 

 (3) 前号に掲げるもののほか、市が医師会に対し医師の出務等の調整を要請する

事業 

 (R2-125全改、R6-86一改) 

(補助の対象者等) 

第3条 補助の対象者は、一般社団法人飯塚医師会(以下「医師会」という。)とする。 

 (R2-125全改) 

(補助対象経費) 

第4条 補助対象経費は、病院群輪番制病院運営事業費、事務等経費及び業務等調整

費とする。 

 (R6-86一改・繰上) 

(補助金の額) 

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額と前条に定める対象経費の実支



出額を比較して、少ない方の額に一定の率(補助対象年度の前年度の10月末日現在

における嘉麻市、飯塚市及び桂川町地区の住民人口(外国人を含む。)に占める飯

塚市の住民人口の割合をいう。)を乗じて得た額とする。 

(1) 病院群輪番制病院運営事業費 補助基準額36,480円に次項に定める当番の

日数の合計を乗じて得た額 

(2) 事務等経費 前号に掲げる運営事業費に1.5％を乗じて得た額(その額に1円 

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) 

(3) 業務等調整費 第1号に掲げる運営事業費に4.0％を乗じた額(その額に1円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) 

2 前項第1号に掲げる当番の日は、次の各号のとおりとする。 

(1) 休日 休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定め

る休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで))の午前8時から午後6時

まで診療を行うことをもって1日とする。 

(2) 夜間 午後6時から翌日午前8時まで診療を行うことをもって1日とする。 

(R2-125一改、R6-86一改・繰上) 

(補助金の交付申請) 

第6条 医師会は、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請

しなければならない。 

(1) 病院群輪番制病院運営事業月別実施表 

(2) 収支予算書 

(3) その他市長が必要とする書類 

(R6-86繰上) 

(交付の決定及び通知) 

第7条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、補助金交付申請書及び関係書

類を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知

するものとする。 

(R6-86繰上) 

 (実績報告) 

第8条 補助金の交付決定を受けた医師会は、当該年度終了後、速やかに次に掲げる

書類を市長に提出しなければならない。 



(1) 病院群輪番制病院運営事業月別実施表 

(2) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書 

(3) 収支決算書 

(R6-86繰上) 

(調査) 

第9条 市長は、必要と認めるときは、職員をして医師会又は実施機関からの報告の

内容等が適正であるか調査させることができる。この場合において、医師会及び

実施機関は、当該調査に対し協力しなければならない。 

(R2-125全改、R6-86繰上) 

(補助金の取消し及び返還) 

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた医師会が次の各号のいずれかに該当し

たときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。 

(R6-86繰上) 

(補則) 

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

(R6-86繰上) 

附 則 

この告示は、公布の日から施行、平成25年4月1日から適用する。 

附 則(令和2年4月3日 告示第125号)抄 

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の飯塚市病院群輪番制

病院運営事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。 

附 則(令和6年3月27日 告示第86号)抄 

この告示は、令和6年4月1日から施行する。 

 

 


